不当利得返還請求書
平成２２年　　月　　日
被通知人
東京都○○区○○１丁目
２番３号
○○　○○　殿
  通知人
東京都○○区○○９丁目
８番７号
△△マンション６０５

甲野　太郎
本通知書作成代理人

〒１６２－０８２２

東京都新宿区下宮比町２－２８

飯田橋ハイタウン１１０４
行政書士事務所

飯田橋総合法務オフィス
ＴＥＬ:０３-５２０６-７７７３
行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴社に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、本通知書作成代理人として下記の通り通知致します。

貴殿は年２９．２％から年４０％という利息の約定で契約を締結し、通知人に貸し付けを行いました。

しかしながら、この契約は利息制限法定める利息（年１５％～年２０％）をはるかに超え、貸金業規制法第４３条の要件も満たしておりません。

手持ちの資料に基づいて引直計算した結果、既に債務は存在せず、少なく見積もっても金○○○○○○○○万円の過払いが発生している事が判明致しました。

したがって、貴殿が主張する残債務の返還には一切応じられません。

よって、本書面にて貴殿に対する残債務は存在しない旨を通告するとともに、不当利得金の元本およびこれに対する不当利得金が発生した日から支払い済みまで年５分の割合による遅延損害金、の全額を本書面到着後１週間以内に返還して頂きたく、請求致します。
なお、債務が存在しない以上、今後、通知人や通知人の家族、勤務先等への取立行為は不法行為となりますので厳にお慎み下さい。
もしも取立行為が確認された場合、直ちに貸金業法２１条（取立行為の規制）違反、刑法第２４９条（恐喝罪）、等で刑事告訴致しますので、ご承知おき下さい。

また、金融庁事務ガイドラインに基づき、初回取引開始の日から現在に至るまでのすべての取引履歴を開示して頂けるよう、お願い申し上げます。あわせて、契約書その他の差し入れた全ての書類についてもご返送下さい。

なお、取引履歴の開示がなされない場合には、財務局に対して「行政指導を求める申告書」を提出することになりますので、その旨ご了承のうえ善処いただきますよう、お願い申し上げます。
記

銀行名　：

支店名　：

預金種別：普通預金

口座番号：

口座名義：

以上

